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あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについ

て、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからない

こと、わかりにくいことがあれば、遠慮なくお尋ねください。 

 

１ 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

 

  

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(１) 事業所の所在地 

 

(２) 事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 病気や障害のために支援を必要とされる療養者に対して、看護サービ

スを提供し、居宅においてご契約者が有する能力に応じ、可能な限り

自立した生活を確保し、心身の維持・機能回復を目指すことを目的と

します。 

運営の方針 ・療養者の意思及び人格を尊重し、常に療養者の立場に立ったサービ

スの提供に努めます。 

・療養者の病態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上

の目標を設定し、計画的に行います。 

・地域の保健・医療・福祉サービスをはじめ介護保険サービス事業所

との連携に努めます。 

・質の良い訪問看護サービスを提供するために、訪問看護師等の研修

を継続的に行い資質の向上を図ります。 

事 業 者 名  医療法人 ガラシア会 

代 表 者 名  理事長 前田 万葉 

所 在 地  大阪府箕面市粟生間谷西６－１4－1 

連 絡 先  電話番号 ０７２－７２９－２３４５ 

F A X ０７２－７２８－５１６６ 

事 業 所 名  医療法人ガラシア会  ガラシア訪問看護ステーション 

介護保険指定番号 大阪府指定 ２７６１４９００２４ 

事 業 所 所 在 地 

（ 連 絡 先 )  

（住所）大阪府箕面市粟生間谷西６－１４－１ 

（電話）０７２―７２７－１８６６ 

（FAX）０７２－７２９－３３１１ 

相談担当者名 管理者 北野 直美 

サービスを提供する

地域 

箕面市 
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（３）営業日･営業時間 

営業日 月～土曜日 

営業時間 月曜日から金曜日 8：30～17：10 

土曜日      8：30～12：30 

休日 日曜・祝祭日 

年末年始（12/30～1/3） 

※24 時間対応体制加算契約療養者に対して、２４時間体制にて電話でのご相談および

緊急時訪問をします。 

 

（4）職員体制 

職  種 従事する業務内容 
人  員 

常勤 

管理者（看護

師） 

 

･職員管理業務 

・主治医の指示に基づく適切な指定訪問看

護の管理 

・訪問看護計画書・報告書作成の指導及び

管理 

1 名 

看護師 

・訪問看護・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画の作成 

・訪問看護・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽの提供 

・報告書の作成 

5 名 

理学療法士 3 名 

作業療法士 

 

言語聴覚士 

1 名 

 

1 名 

 

３ 訪問看護のお申し込みからサービスの開始まで 

 

                   

       訪問看護                 受診・往診 

                相談・申し込み 

                 

 

                 

                連絡・指示・報告 

 

   お申し込みについては、訪問看護ステーションまたは主治医、介護保険をご利用中

の方は担当の介護支援専門員にご相談ください。訪問看護・リハビリをご利用になる

場合は主治医の指示書が必要です。主治医が作成した指示書は訪問看護ステーション

に提供されます。 

療養者 

訪問看護 

ステーション 

主治医 
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４ 提供するサービスの内容及び費用について 

 

(１) 提供するサービスの内容について 

サービス区分

と種類 

サービスの内容 

訪問看護計画

の作成 

主治医の指示(訪問看護指示書)に基づき、療養者の意向や心身の状況

等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容

を定めた訪問看護計画を作成します。なお｢訪問看護計画｣は利用者な

どの心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更すること

ができます。 

訪問看護の 

提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

看護介護行為 

（対利用者） 

 

バイタルチェック 

（血圧･体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定） 

身体の保清 

（清拭･洗髪･入浴・口腔ケア･足浴・手浴など） 

療養指導 

（生活上の注意事項･食事指導・排泄に関する 

 対策や指導など） 

医療的処置行為 

 

創傷及び褥瘡処置 

人工肛門･人工膀胱管理ケア 

経鼻チューブ･胃ろうチューブ管理ケア 

尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア 

在宅酸素療法管理ケア 

喀痰の吸引･管理 

点滴 

排泄管理ケア（浣腸・摘便） 

リハビリテーシ

ョン 

 

ＡＤＬ訓練 

屋内外歩行練習  

福祉用具・環境調整の指導･相談 

自主練習の指導 

介護者に対して 

 

介護の方法指導・介護福祉などの社会資源の紹介 

褥瘡予防･リハビリの方法･食事指導 

（介護の工夫･方法など） 

室内環境整備の工夫・安全対策の工夫 

感染症に対する対応方法など 

介護者の健康相談･助言 
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（２）利用料金 

訪問看護基本療養費(Ⅰ) 週 3 日目まで 

 

週 4 日目以降 （看護師のみ） 

5,550 円/回 

 

6,550 円/回 

訪問看護管理療養費 その月の 1 日目 

 

    2 日目以降 

7,670 円 

 

3,000 円/回 

訪問看護基本療養費(Ⅲ) 入院中に試験外泊を行った場合 8,500 円/回 

＊難病等複数回訪問加算 1 日に 2 回の訪問を行った場合 

1 日に 3 回の訪問を行った場合 

4,500 円/日 

8,500 円/日 

＊夜間・早朝訪問看護加算 

 深夜訪問看護加算 

早朝 6：00～8：00 

夜間 18：00～22：00 

深夜 22：00～6：00 

2,100 円/日 

2,100 円/日 

4,200 円/日 

＊特別管理加算（Ⅰ） 

＊特別管理加算（Ⅱ） 

★(Ⅰ)(Ⅱ)の内容は下記に記載 

（１）特別な管理の中でも重症度の

高い場合 

（２）特別な管理が必要な場合 

5,000 円/月 

 

2,500 円/月 

＊24 時間対応体制加算 24 時間連絡体制があり利用者の同

意のもとに緊急訪問等を必要に応

じて行う体制にある場合 

6,800 円/月 

＊乳幼児加算 6 歳未満の乳幼児 

(厚生労働省が定める疾患の場合) 

1,300 円/日 

1,800 円/日 

＊緊急時訪問看護加算 利用者・家族の求めに応じ、医師の

指示により緊急時訪問を行った場

合 

2,650 円/日 

＊長時間訪問看護加算 長時間(90 分を超える)の訪問看護

を行った場合 

5,200 円/日 

＊複数名訪問看護加算 同時に2人の看護師等が同時に訪問

を行った場合 

4,500/日 

＊退院時共同指導加算 退院・退所前の医師や看護師共同指

導 

8,000円 

＊特別管理指導加算 特別な管理が必要な場合に指導し

た場  合 

2,000 円/回 

＊退院支援指導加算 退院日に訪問看護を行った場合 

(1 回の訪問が 90 分を超えた場合又

は複数回の合計が 90 分を超えた場

合) 

6,000円 

(8400 円) 

*在宅患者緊急時カンファレンス

加算 

急変時に医師の指示のもとに、関係

職種でカンファレンスを行い、療養

上必要な指導を行った場合 

2,000/月 
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＊在宅患者連携指導加算 医療機関・薬局・歯科等との連携 3,000 円/月 

＊訪問看護情報提供療養費 1 市町村への情報提供 1,500 円/月 

＊訪問看護情報提供療養費 2 学校への情報提供 1,500 円/月 

＊訪問看護情報提供療養費 3 入院・入所時の情報提供 1,500 円/月 

＊訪問看護 

ターミナルケア療養費 

死亡日及び死亡前 14 日以内(15 日

間)に 2 日以上のターミナルケアを

行ったとき(ターミナルケア後 24時

間以内にご自宅以外で亡くなられ

た場合も含みます) 

25,000 円/回 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 医療 DX 情報を活用し、診療情報・

薬剤情報を取得・活用している場合 

50 円/月 

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 医療従事者の賃金改善に図る体制

である場合 

780円/月 

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) 医療従事者の賃金改善を強化する

必要がある場合 

10～500 円/月 

 

★特別管理加算 

（１）重症度の高い場合：悪性腫瘍患者指導管理･気管切開患者指導管理をうけている状態

にある者・気管カニューレ・留置カテーテルを使用を使用している状態にある者 

（２）特別な管理が必要：自己腹膜灌流・血液透析・在宅酸素療法・中心静脈栄養 成分

栄養経管栄養法・自己導尿・持続陽圧呼吸療法・疼痛管理・肺高血圧患者指導・人

工肛門・人工膀胱・真皮を超える褥瘡・点滴注射を週 3 日以上行なう場合など 

 

○＊印の費用は療養者の状況により異なるため、基本利用料に追加されるものです。 

○上記金額に療養者の加入する健康保険による利用者負担割合（例えば 1 割負担、3 割負

担）を乗じた金額が利用金額となります。 

○自立支援医療、公費負担医療対象者についてはさらに負担割合が異なります。 

 

（３）その他の費用について 

交通費 サービス提供地域の訪問に関しては、交通費は無料です。 

利用者様宅で訪問看護に使用する車両の駐車場所が困難な場合

は、周辺の駐車場を利用し、実費代金をいただきます。 

キャンセル料 キャンセルのご連絡を頂いた時間に応じて、下記によりキャンセ

ル料を請求させて頂きます。 

但し、療養者の病状・急変の際の入院等の場合には対象となりま

せん。＊やむを得ず訪問の予定を変更される場合は必ず前日まで

にご連絡ください。 

前日までのキャンセル 無料 

当日のキャンセル ４，２５０円 
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連絡なく訪問時不在 ８，５００円 

死後の処置料      １２，０００円 

サービス提供にあたり、必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道及び駐

車料金などの費用はご負担いただきます。 

 

５ 料金の請求及び支払い方法について 

 

利用料、その他の費

用の請求・支払い方

法 

 

１ 利用料およびそのほかの費用の額は月末締めで、翌月の上旬

に請求書をお届けいたします。 

２ 口座振替でお支払いください。翌月の 27 日に引き落としと

なります。 

３ お支払いを確認後、領収書をお渡ししますので、必ず保管さ

れますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必

要となることがあります。) 

＊ かかりつけの医療機関から『訪問看護指示書』に対して療養者様に対して別途請求

がありますのでご留意ください。 

＊  

６ ご利用にあたってのお願い 

・各種保険証や医療受給者証、障害者手帳などを確認させていただきます。これらの

書類について内容に変更があった場合は必ずお知らせください。 

 

7 オンライン資格確認について  

（１） 訪問看護職員が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得し

た診療情報等を活用して訪問看護 を実施しています。  

（２） マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供でき

るよう取り組んでいます。  

 

8 担当する看護職員の変更をご希望される場合の窓口について 

 

療養者のご事情により担当する看護職員の変更を希望される場合は、当事業所の管理

者へご相談ください。 

＊担当する看護職員は利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業

所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 
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9 秘密保持と個人情報保護について 

 

  ・事業者は療養者及びその家族から、あらかじめ文書で同意を得ない限り、個人の情

報を漏らしたり、使用したり致しません。また療養者やその家族に関する記録物に

ついても、法令で定められたように管理します。 

  ・事業者はサービス提供上知り得た、療養者及び家族に関する秘密を、正当な理由な

く第三者に漏らしません。契約終了および訪問看護終了後も継続いたします。 

  ・事業者は療養者に安心して医療及び看護を受けていただくために、お預かりしてい

る個人情報の取り扱いについて、以下のとおり定めます。 

 

 

＜個人情報の利用目的＞ 

①ステーション内での利用 

・ 療養者に提供する医療・看護 

・ 医療・介護保険事務 

・ 会計・経理 

・ 医療事故などの報告 

・ 医療・看護サービスの向上 

・ 訪問看護実習への協力 

・ 質の向上を目的とした症例研究、サービス担当者カンファレンス、看護計画 

・ その他、療養者に関わる管理運営業務 

 

②ステーション外への情報提供としての利用 

・ 他の病院、診療所、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携 

・ 他の医療機関からの照会に対する回答、報告書 

・ ご家族等への病状説明 

・ 審査支払い機関へのレセプトの提供 

・ 賠償責任保険に係わる、医療に関する専門の団体や、保険会社等への相談または届出 

・ その他、療養者の医療・介護保険事務に関する利用 

・ 大規模災害時、当ステーションからの訪問が困難となった場合、他の訪問看護ステ

ーションへの訪問依頼 

 

③その他利用 

・ 医療・看護・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・ 外部監査機関への情報提供 
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10 事故発生時･緊急時の対応方法 

 

サービスの提供中に万が一事故が発生したり、容態の変化などがあった場合は、その 

状況により、主治医･救急隊・緊急連絡先(ご家族等)・居宅支援事業所等へ連絡します。 

 

病院名及び
所在地

電話番号

氏名

主治医

 

氏名
(続柄）

                                             (        )

住所

電話番号

緊急連絡先
(家族等）

 

 

 

11 損害賠償 

事業者は、療養者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し 

 療養者やその家族の生命・身体･財産に損害が発生した場合は、不可抗力による物を除き、

速やかに療養者に対して損害を賠償します。但し、療養者やその家族に重大な過失があ

る場合は、損害額を減ずることができます。 
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12 サービス提供に関する相談・苦情について 

（１）相談窓口 

提供した指定訪問看護に関わる療養者及びその家族からの相談及び苦情を受け付 

けるための窓口を設置します。 

 

【事業者の窓口】 

 

ガラシア訪問看護ステーション 

 

管理者：北野 直美 

（所在地)箕面市粟生間谷西６－１４－１ 

（電話）０７２－７２７－１８６６ 

（ファックス）０７２－７２９－３３１１ 

（受付時間）月～金曜日の午前９時～午後５時 

（祝日、１２月３０日～翌年の 1 月 3 日までの日を除く） 

【市町村の窓口】 

 

箕面市総合保健福祉センター 

    総合窓口 

（所在地)箕面市萱野５－８－１ 

（電話）０７２－７２７－９５５９ 

（ファックス）０７２－７２７－３５３９ 

（受付時間）月～金曜日の午前９時～午後５時 

【公共団体の窓口】 

 

大阪府国民健康保険団体連合会 

 

（所在地)大阪府中央区常盤町 1－3－8 

（電話）０６－６９４９－５４１８ 

（ファックス）０６－６９４９－５４１７ 

（受付時間）月～金曜日の午前９時～午後５時 

（２）クレーム処理の手順 

相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための当事業所での体制及び手順は以下のと

おりとしています。 

 クレームの発生 

 

当事者による内容確認・報告書作成 

 

管理者への報告 

 

在宅センター責任者への報告 

 

医療安全対策委員会への報告（医行為に関する内容の場合） 

 

13 虐待防止について 

  事業者は療養者等の人権の擁護・虐待防止等の発生または再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

虐待防止に関する担当者：北野 直美 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決対策を整備しています。 
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(4) 虐待の防止を対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業  

者へ周知徹底を図ります。 

(5) 虐待防止のための指針を整備します。 

(6) 虐待防止のために従業者に対し啓発・普及するための研修を実施しています。 

  

14 身体拘束の禁止について 

（1）利用者又は利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行いません。 

（2）身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

15 業務継続計画の策定等について 

事業所は感染症や非常災害の発生において、利用者に対する訪問看護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業

務継続計画」という)を策定し、当該業務計画に従い、必要な措置を講じます。 

(1) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

(2) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

 

16 災害時緊急時協定について 

  当ステーションは、箕面市訪問看護ステーション協議会の会員であり、協定書を締結     

 しています。 

有事の際には、他のステーションとの「災害時業務委託契約」で連携して訪問活動を   

 継続します。 

 

17 学生実習について 

当事業所において、看護学生の臨床実習受け入れ施設として協力をしております。

学生の臨床実習は以下の基本的な考えで望むことにしておりますので、看護教育の

必要性をご理解いただき、ご協力お願いいたします。なお、同行訪問する際には、

事前にご連絡いたします。 

① 学生が看護援助を行う場合、事前に十分わかりやすい説明を行い、療養者または

そのご家族の同意を得て行います。 
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② 学生が看護援助を行う場合、安全性の確保を最優先とし、事前に看護教員や看護

師の助言指導を受けています。 

③ 療養者及びそのご家族の方は、学生の実習に関する意見や質問がある場合、同行

の看護師に直接尋ねることができます。 

④ 療養者及びそのご家族の方は、学生の同行訪問に同意した後も、学生が行う看護

援助に対して無条件に拒否できます。また、拒否したことを理由に、訪問看護上

の不利益な扱いを受けることはありません。 

⑤ 学生は、臨地実習を通して知り得た療養者及びそのご家族のかたがたに関する情

報について、他者にもらすことのないようプライバシーの保護に留意します。 

 

改訂 2018 年 4 月 1 日           

2019 年 10 月 1 日 

2020 年 4 月 1 日 

2020 年 8 月 1 日 

2022 年 9 月 1 日 

2024 年 6 月 1 日 

2024年 12月1日 
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上記内容について、「指定訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 

(平成 20 年 9 厚生省令第 149 改正）第 4 章、第 5 条の規定に基づき、療養者に説明を行

ないました。 

 

事

業

者 

所 在 地 箕面市粟生間谷西 6 丁目１４番１号 

事 業 所 名    医療法人ガラシア会 ガラシア訪問看護ステーション 

代 表 者 名  管理者 北野 直美   印 

説 明 者 氏 名                  印 

 

 

 

私は、本重要事項説明書に基づいて、事業者から上記重要事項の説明を受けました。 

利 用 者 

住 所  

氏 名                           印 

 

代 理 人 

住 所  

氏 名                           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この重要事項説明書の説明年月日 令和   年   月   日 




